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司法試験委員会会議（第４６回）議事要旨

（司法試験委員会庶務担当）

１ 日時

平成２０年６月４日（水）１５：００～１７：３０

２ 場所

法務省第一会議室

３ 出席者

○ 司法試験委員会

（委員長）髙橋宏志

（委 員）太田 茂，奥田隆文，小幡純子，鈴木誠二，羽間京子，松島 洋（敬称略）

○ 司法試験委員会庶務担当（法務省大臣官房人事課)

林 眞琴人事課長，山口久枝人事課付，遠藤洋一試験管理官

４ 議題

(1) 平成２０年度旧司法試験第二次試験短答式試験合格者の決定について（協議）

(2) 平成２０年新司法試験短答式試験の合格に必要な成績の決定について（協議）

(3) 平成２０年新司法試験の実施状況について(報告)

(4) 平成２０年新司法試験における不正受験者の取扱いについて（協議）

(5) 平成２０年新司法試験考査委員の推薦について（協議）

(6) 文部科学省による法科大学院における教育実施状況調査への協力について（協議）

(7) 司法試験予備試験について（協議）

(8) その他報告案件

(9) 次回開催日程等について（説明）

５ 配布資料

資料１ 短答式試験の受験期間別受験者数調（平成１６～２０年度）

資料２ 平成２０年新司法試験受験状況

資料３ 法科大学院における実務基礎科目の教育内容・方法等について

資料４ 法科大学院における公法系実務教育のあり方について

資料５ 平成２０年度法科大学院入学者選抜実施状況の概要

資料６ 平成１９年度法科大学院修了認定状況調査の概要

資料７ 最近の司法修習生の状況について

６ 議事等

(1) 平成２０年度旧司法試験第二次試験短答式試験合格者の決定について（協議）

○ 平成２０年度旧司法試験第二次試験短答式試験について，及落判定考査委員会議の

判定に基づき，合格点４６点以上の，１，６０５名を合格者とすることが決定された。

○ 「旧司法試験の受験手続及び運営に関する規則」第１０条に基づく合格者の受験番
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号の官報公告は，６月１８日（水）付け官報により行うこととされた。

○ 事務局から，資料１に基づき，旧司法試験第二次試験短答式試験の受験期間別及び

職業別受験者数について，報告がなされた。

(2) 平成２０年新司法試験短答式試験の合格に必要な成績の決定について（協議）

○ 平成２０年新司法試験短答式試験について，考査委員会議の判定に基づき，短答式

試験の各科目において満点の４０パーセント点以上の成績を得た者のうち，各科目の

合計得点が２３０点以上の成績を得た４，６５４人を短答式試験の合格に必要な成績

を得た者とする決定がなされた。

(3) 平成２０年新司法試験の実施状況について(報告)

○ 事務局から，平成２０年新司法試験の実施状況について，資料２のとおり報告がな

された。

(4) 平成２０年新司法試験における不正受験者の取扱いについて（協議）

○ 事務局から，平成２０年新司法試験において，受験用書籍の縮小コピーを持ち込む

不正行為が発覚したことについて，報告がなされた。

協議の結果，さらに必要な事実確認をした上で，当該不正行為を行った受験者に対

する処分について検討することとされた。

(5) 平成２０年新司法試験考査委員の推薦について(協議)

○ 平成２０年新司法試験考査委員の候補者として，別紙記載の者を法務大臣に推薦す

ることが決定された。

(6) 文部科学省による法科大学院における教育実施状況調査への協力について（協議）

○ 事務局から，文部科学省において法科大学院における教育実施状況の調査が予定さ

れていることについて説明がなされ，協議の結果，同調査に必要な限度で，文部科学

省を通じ，法科大学院に新司法試験受験者に関する情報を提供することとされた。

(7) 司法試験予備試験について（協議）

○ 事務局から，「法律実務基礎科目」に関連し，資料３「法科大学院における実務基

礎科目の教育内容・方法等について」及び資料４「法科大学院における公法系実務教

育のあり方について」の内容等について報告がなされた。

また，司法試験予備試験の実施について，協議がなされ，重点的に検討を要する「一

般教養科目」及び「法律実務基礎科目」については，これらの在り方に関して有識者

の意見を聴取することとされた。

(8) その他報告案件

○ 事務局から，文部科学省が実施した，法科大学院の入学者選抜実施状況に関する調

査及び法科大学院の修了認定状況に関する調査の概要について，資料５及び６に基づ

き，報告がなされた。
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○ 事務局から，資料７の「最近の司法修習生の状況について」について，報告がなさ

れた。

(9) 次回開催日程等について（説明）

○ 次回の司法試験委員会は，本年７月中旬ころに開催することが確認された。

（以上）
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別 紙

平 成 ２ ０ 年 新 司 法 試 験 考 査 委 員 推 薦 者 名 簿

大 林 文 敏 憲 法 愛知大学法学部・大学院法務研究科教授

永 田 秀 樹 憲 法 関西学院大学大学院司法研究科教授

笹 田 栄 司 憲 法 北海道大学大学院法学研究科教授

鈴 木 秀 美 憲 法 大阪大学大学院高等司法研究科教授

宮 地 基 憲 法 明治学院大学法学部教授

岡 田 俊 幸 憲 法 日本大学大学院法務研究科教授

川 岸 令 和 憲 法 早稲田大学政治経済学術院・大学院法務研究科教授

小 杉 公 一 憲 法 弁護士(東京弁護士会)

亘 理 格 行 政 法 北海道大学大学院公共政策学連携研究部教授

山 田 洋 行 政 法 一橋大学大学院法学研究科教授

岡 田 正 則 行 政 法 早稲田大学大学院法務研究科教授

佐 伯 祐 二 行 政 法 広島大学大学院法務研究科教授

米 丸 恒 治 行 政 法 神戸大学大学院法学研究科教授

野 呂 充 行 政 法 大阪大学大学院高等司法研究科教授

山 本 隆 司 行 政 法 東京大学大学院法学政治学研究科教授

越 智 敏 裕 行 政 法 弁護士(東京弁護士会)

大 藤 敏 行 政 法 元東京高等裁判所部総括判事

千 葉 恵美子 民 法 名古屋大学大学院法学研究科教授

渡 辺 達 徳 民 法 中央大学大学院法務研究科教授

山 田 誠 一 民 法 神戸大学大学院法学研究科教授

滝 沢 昌 彦 民 法 一橋大学大学院法学研究科教授

野 澤 正 充 民 法 立教大学大学院法務研究科教授

工 藤 祐 巌 民 法 明治大学法科大学院教授

岡 本 正 治 民 法 弁護士（大阪弁護士会）

森 脇 純 夫 民 法 弁護士(第二東京弁護士会)

升 田 純 民 法 元東京高等裁判所判事

柴 田 和 史 商 法 法政大学大学院法務研究科教授

野 田 博 商 法 一橋大学大学院法学研究科教授

小 林 量 商 法 名古屋大学大学院法学研究科教授

鳥 山 恭 一 商 法 早稲田大学大学院法務研究科教授

志 谷 匡 史 商 法 神戸大学大学院法学研究科教授

竹 濵 修 商 法 立命館大学法学部教授

山 田 純 子 商 法 甲南大学大学院法学研究科教授

片 岡 義 広 商 法 弁護士（東京弁護士会）

中 島 肇 商 法 元東京高等裁判所判事

西 澤 宗 英 民事訴訟法 青山学院大学法学部教授

田 邊 誠 民事訴訟法 広島大学大学院法務研究科教授
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中 山 幸 二 民事訴訟法 明治大学法科大学院教授

原 強 民事訴訟法 上智大学大学院法学研究科教授

髙 田 昌 宏 民事訴訟法 大阪市立大学大学院法学研究科・法学部教授

下 村 眞 美 民事訴訟法 大阪大学大学院高等司法研究科教授

越 山 和 広 民事訴訟法 関西大学大学院法務研究科教授

草 野 芳 郎 民事訴訟法 元広島高等裁判所部総括判事

松 井 信 憲 民事訴訟法 法務省民事局付兼登記所適正配置対策室長

高 橋 則 夫 刑 法 早稲田大学大学院法務研究科教授

林 美月子 刑 法 立教大学法学部教授

佐久間 修 刑 法 大阪大学大学院高等司法研究科教授

林 陽 一 刑 法 千葉大学大学院専門法務研究科教授

橋 本 正 博 刑 法 一橋大学大学院法学研究科教授

塩 見 淳 刑 法 京都大学大学院法学研究科教授

上 嶌 一 高 刑 法 神戸大学大学院法学研究科教授

河 邉 義 正 刑 法 元東京高等裁判所部総括判事

北 村 篤 刑 法 法務省刑事局国際課長

寺 崎 嘉 博 刑事訴訟法 早稲田大学大学院法務研究科教授

安 村 勉 刑事訴訟法 千葉大学大学院専門法務研究科教授

田 中 開 刑事訴訟法 法政大学大学院法務研究科教授

洲 見 光 男 刑事訴訟法 同志社大学法学部・大学院法学研究科教授

宇 藤 崇 刑事訴訟法 神戸大学大学院法学研究科教授

川 上 拓 一 刑事訴訟法 元さいたま地方・家庭裁判所部総括判事

川 原 隆 司 刑事訴訟法 法務省刑事局総務課裁判員制度啓発推進室長

中 西 正 倒 産 法 神戸大学大学院法学研究科教授

奥 山 明 良 労 働 法 成城大学法学部教授

和 田 肇 労 働 法 名古屋大学大学院法学研究科教授

水 町 勇一郎 労 働 法 東京大学社会科学研究所准教授

高 橋 孝 一 労 働 法 中央労働委員会事務局第三部会担当審査総括室付審

査官

新 司 法 試 験 考 査 委 員 の 職 を 解 く 者

中 嶋 士元也 労 働 法 放送大学教授


